
お 知 ら せ
税 率 表

三 重 県

【令和6年 7月】

●均等割

●法人税割

●法人事業税

●地方法人特別税(R元.9.30以前に開始する事業年度まで)●特別法人事業税(R元.10.1以後に開始する事業年度から）

裏面もご覧ください



■ 通算法人の申告に係る添付書類について

■ 電気供給業を行う法人の課税方式について

■ 「地方税共通納税システム」の利用について

■ 納付について

■ 納付書の口座番号・加入者名について


